
学寮給食業務及び学校食堂業務委託契約書（案） 

 

  委託者 独立行政法人国立高等専門学校機構鶴岡工業高等専門学校 契約担当役 事務部長  

田中基久と，受託者 ○○○○ 代表取締役 ○○○○ との間において，学寮給食業務及び学校食

堂業務（以下「本件業務」という。）について，次のとおり委託契約を締結する。 

 

第１条 委託者は，鶴岡工業高等専門学校の適正かつ円滑なる運営を図るため，本件業務を受託

者に委託するものとする。 

第２条 受託者は，本件業務の実施に当たり，食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）その他

関係法令等を遵守し，教育機関における本件業務であることを十分に認識し，その品位と秩序

を乱すことのないよう配慮するものとする。 

第３条 本件業務は、仕様書並びに学寮給食業務及び学校給食業務実施細目の定めるところによ

り実施する。 

２ 受託者は，前項の仕様書及び実施細目を遵守するほか，校長又は校長の指名する職員の指示

に従い，本件業務を実施するものとする。 

３ 受託者は，企画提案書において提示した内容に基づき，受託者の責任により本件業務を実施

するものとする。 

第４条 本件業務の委託期間は，令和３年４月１日から令和６年３月３１日までとする。 

第５条 本件業務の委託費は，金○○○○円(消費税額及び地方消費税額を含む) とする。 

２ 前項の消費税額は，消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及

び第７２条の８３の規定に基づき，委託費に１１０分の１０を乗じて得た額である。 

３ 委託者は，受託者の本件業務の実施を確認のうえ，委託期間の経過後，受託者から送付され

た適正な請求書を受理した日から６０日以内に委託費を支払うものとする。 

４ 前項の請求書は，鶴岡工業高等専門学校総務課用度係に送付するものとする。 

第６条 この契約について，契約保証金は免除する。 

第７条 本件業務に要した電気料・水道料・ガス料・電話料等は受託者の負担とする。 

第８条 学寮給食業務において，受託者は，給食費として，学寮給食業務実施細目に定める金額

を受託者の責任により，毎月寮生から直接徴収するものとする。ただし，３月分は２月に徴収

するものとする。 

第９条 学寮給食業務において，受託者が，給食業務を実施しなかった場合は，委託者と協議し

て定める額の給食費を寮生に還付するものとする。 

第１０条 委託者は，本件業務に必要な施設及び設備・備品（以下「施設等」という。）として，

実施細目に定める施設等を無償で受託者に使用させるものとする。 

第１１条 受託者は，善良な管理者の注意をもって施設等を使用しなければならない。 

２ 施設等の維持，保全のため必要とする経費は，委託者の負担とする。ただし，軽微な費用は

この限りでない。 

第１２条 受託者は，その責に帰すべき事由により，施設等を滅失し，又はき損した場合は，そ

の損害を賠償しなければならない。                                 

第１３条 受託者は，施設等を本件業務以外に使用し，又は第三者に貸与してはならない。 

２ 受託者は，自己の負担において施設等の修繕，模様替等をしようとするときは，予め委託者

の承認を受けなければならない。 

第１４条 受託者は，本契約による本件業務を第三者に実施させてはならない。 



第１５条 受託者は，その従事者が業務上知り得た秘密を第三者に漏らし，又は他の目的に利用

してはならない。 

２ 前項の規定は，この契約が終了し，又は解除された後においても同様とする。 

第１６条 受託者は委託者が定めた個人情報取扱業務契約遵守事項を遵守しなければならない。 

第１７条 受託者は，その責に帰すべき事由により，飲食した者に対して食中毒又は感染症等の

被害を与えたときは，被害者に対してその損害を賠償しなければならない。 

第１８条  委託者は，受託者が本契約に定める義務を履行しなかったとき，契約の締結又は履行

について不正な行為があったとき又は正当な理由なく校長又は校長の指名する職員の指示に

従わなかったときは，本契約を解除することができるものとする。 

２ 前項の規定により契約が解除された場合においては，委託者・受託者双方協議のうえ別に定

める金額を違約金として，委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 

第１９条 受託者は，委託者が規定する不正行為に該当したときは，委託者に賠償金を支払うも

のとする。 

２ 前項の賠償金は，前条第２項と同様とする。 

第２０条 委託者又は受託者において，特別の事情が生じた場合は，１か月前に文書をもって相

手方に通知し，委託者・受託者双方協議のうえ，この契約を変更又は解除することができるも

のとする。 

第２１条 本件業務の委託期間が満了したとき，又は本契約書の規定によりこの契約が解除され

たときは，受託者は施設等を原状に回復して返還しなければならない。ただし，委託者の承認

を受けた場合はこの限りでない。 

第２２条 この契約について必要な細目は，独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規

則によるものとする。 

第２３条 この契約について委託者・受託者間に紛争を生じたときは，双方協議の上これを解決

するものとする。 

第２４条 この契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は，委託者・受託者

協議のうえ定めるものとする。 

第２５条 本契約に関する訴えの管轄は， 鶴岡工業高等専門学校の所在地を管轄区域とする山形

地方裁判所とする。 

 

  この契約の締結を証するため，本契約書を２通作成し，委託者・受託者記名押印のうえ，各自

１通を保有するものとする。 

 

 

     令和 ３年  月  日 

 

                                委託者 山形県鶴岡市井岡字沢田１０４ 

                     独立行政法人国立高等専門学校機構 

                                      鶴岡工業高等専門学校 

                                      契約担当役 事務部長  田 中  基 久   

 

                                受託者 ○○○○○○○○○○○○○ 

                     ○○○○○○○ 

                     ○○○○○           ○ ○  ○ ○ 



鶴岡工業高等専門学校 

 

独立行政法人国立高等専門学校機構個人情報取扱業務契約遵守事項 

 

当事項は，独立行政法人国立高等専門学校機構個人情報管理規則（独立行政法人国立高等専門学校機構規

則第６５号）第１９条に基づき，独立行政法人国立高等専門学校機構本部及び独立行政法人国立高等専門学

校機構が設置する学校（以下「機構」という。）が保有する個人情報（死者の個人番号を含む。以下，単に

「保有個人情報」という。）の取扱いに係る業務を機構以外のものに委託するすべての契約に関する遵守事

項等を示すものである。 

 

（個人情報取扱業務契約遵守事項の周知等） 

第１ 機構は，入札の方法による契約にあっては入札の前，また，随意契約にあっては見積書を徴取する前

に，相手方に対し，当事項の内容を周知する。 

２ 契約を受託しようとする者は，当事項の内容を確認のうえ，入札及び見積書の提出を行わなければなら

ない。 

 

（責任者等の確認） 

第２ 機構は，保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には，個人情報の適切な管理を行う

能力を有しない者を選定することがないよう，必要な措置を講ずる。また，契約書に第３から第９に掲げ

る事項を明記するとともに，委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制，個人情報の管理

の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面（様式１「個人情報管理状況等確認書」

（以下「確認書」という。））で確認する。 

２ 受託者は，契約書に第３から第９に掲げる事項を明記するとともに，受託先における責任者及び業務従

事者の管理及び実施体制，個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について，

「確認書」を機構に提出しなければならない。 

 

（個人情報に関する秘密保持，目的外利用の禁止等の義務） 

第３ 受託者は，当該契約による業務の処理に当たって，個人情報の管理を適正に実施するため，責任者を

定め業務従事者を管理するための実施体制等を適正に整備しなければならない。 

２ 受託者は，当該契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ，又は不当な目的に使用して

はならない。当該契約が終了し，又は解除された後においても同様とする。 

３ 受託者は，当該契約による業務を行うために個人情報を収集するときは，当該業務の目的を達成するた



めに必要な範囲内で，適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

４ 受託者は，業務従事者に対し，在職中及び退職後においても当該契約による業務に関して知り得た個人

情報を他人に知らせ，又は不当な目的に使用してはならないこと，個人情報の違法な利用及び提供に対し

て罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならな

い。 

また，受託者は当該契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう，

業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

５ 受託者は，機構の指示がある場合を除き，当該契約による業務によって知り得た個人情報を当該契約の

目的以外の目的に利用し，又は機構の承諾無しに第三者に提供してはならない。 

６ 受託者は，当該契約による業務により知り得た個人情報について，漏洩，滅失及び毀損の防止その他個

人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

７ 受託者は，業務従事者に対し，電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏洩防止対策を十分に講じた

上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。 

８ 受託者は，保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には，労働者派遣契約

書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 

 

（再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項） 

第４ 受託者は，当該契約による業務の全部又は一部について第三者に再委託（再委託先が委託先の子会社

（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である場合を含

む。以下、再委託先の第三者を単に「再委託先」という。）をしてはならない。ただし，受託者が再委託

先及び委託の範囲を機構に対して報告し，予め機構の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。保有

個人情報の取扱いに係る業務を再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 

 

（個人情報の複製等の制限に関する事項） 

第５ 受託者は，当該契約による業務を処理するために機構から引き渡された個人情報が記録された資料等

を機構の承諾無しに複写し，又は複製してはならない。 

 

（個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項） 

第６ 受託者は，個人情報の漏洩，滅失又は毀損その他の事故が発生し，又は発生するおそれのあることを

知ったときは，速やかに機構に報告し，機構の指示に従わなければならない。 

 

（委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項） 



第７ 受託者は，当該契約による業務を処理するために，機構から提供を受け，又は自らが収集し，若しく

は作成した個人情報を記録した資料等は，法令に特別の定めがある場合を除いて，当該契約による業務処

理の完了後，直ちに機構に返還し，又は引き渡すものとし，機構の承諾を得て行った複写又は複製物につ

いては，廃棄又は消去しなければならない。ただし，機構が別に指示したときは当該方法によるものとす

る。 

 

（違反した場合における契約解除の措置その他必要な事項） 

第８ 機構は，受託者がその責めに帰すべき事由により，第２から第７に違反したときは，当該契約を解除

することができる。 

２ 受託者は，その責めに帰すべき事由により，当該契約による業務の処理に関し，機構又は第三者に損害

を与えたときは，その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により機構又は第三

者に損害を与えたときも同様とする。 

 

（特定個人情報の取扱い） 

第９ 受託者は，特定個人情報の取扱いに係る業務に当たっては，特定個人情報に関する適正な取扱いのた

め，当該契約による業務の遂行にあたり，特定個人情報に関する管理責任者を定めるものとする。 

２ 受託者は，特定個人情報を取扱う従業員等の範囲を限定し，当該従業員等に対して必要かつ適切な監督

及び教育をおこなうものとする。 

３ 受託者は，特定個人情報の授受媒体，授受方法，授受記録の方法及び取扱い場所等を安全管理の観点か

ら，書面により別途定めるものとする。 

４ 受託者は，機構の書面による承諾なしに，前項に定める特定個人情報の取扱い場所から，特定個人情報

を持ち出してはならないものとする。 

５ 機構は，受託者における本契約の遵守状況を確認するために必要な限度において，受託者に対する書面

による事前の通知により，報告等を求めることができるものとする。この場合，受託者は，事業の運営に

支障が生ずるときその他の正当な理由がある場合を除き，これに応じるものとする。 

 

（実地検査） 

第１０ 機構は，保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には，委託する業務に係る保有個

人情報等の秘匿性等その内容やその量等に応じて，受託者における管理体制及び実施体制や個人情報管理

の状況について，少なくとも年１回以上，契約期間中の適切な時期において，原則として実地検査により

確認（様式２「個人情報の取扱いに係る委託契約に関する検査確認書」により確認）する。 

２ 受託者は，特別の事情がある場合を除き，前項の実地検査に協力するものとする。 



３ 特別の事情等により第１項に定める実地検査が行えない場合は，書面（様式３「個人情報の取扱いに係

る委託契約に関する報告書」）による確認をもって代えることができるものとする。 

 

（再委託先等への措置） 

第１１ 受託者が，保有個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合には，再委託先に第２から第９の措

置を講じさせるとともに，再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等その他の内容に応じて，受託

者が第１０の措置を実施しなければならない。保有個人情報の取扱いに係る業務を再委託先が再々委託を

行う場合以降も同様とする。 

 

（その他） 

第１２ 機構は，保有個人情報を提供又は業務委託する場合には，漏えい等による被害発生のリスクを低減

する観点から，提供先の利用目的，委託する業務の内容，保有個人情報の秘匿性等その内容などを考慮

し，必要に応じ，氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。 
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